
 1 

仕 様 書 

 

（ 総則）  

第１ 条 北九州市立●●小学校給食調理等業務委託契約の契約書（ 以下「 契約書」 と いう 。）

第２ 条第１ 項に規定する仕様書は、 こ の仕様書と し 、 こ の仕様書で使用する用語は契約書

で使用する用語と 同意義と する。  

（ 手引書等）  

第２ 条 契約書第１ 条第１ 項第１ 号に規定する手引書等は、 次のと おり と する。 ただし 、 中

学校給食調理等業務を実施し ない学校（ 以下「 未実施校」 と いう 。 ） においては、 第１ 号

から 第５ 号までと する。  

（ １ ）  学校給食献立の手引 

（ ２ ）  学校給食調理の手引 

（ ３ ）  学校給食用日誌 

（ ４ ）  北九州市学校給食用物資納品規格書 

（ ５ ）  特記仕様書等 

（ ６ ）  北九州市中学校給食配膳業務作業マニュ アル 

（ 給食基本人員等）  

第３ 条 契約書第２ 条第２ 項に規定する給食基本食数は、 １ 給食実施日において調理すべき

学校給食の数をいい、 その数は「 給食基本食数等一覧表」 （ 別紙１ ） のと おり と する。  

２  契約書第２ 条第２ 項に規定する給食基本日数は、 契約期間中に給食を実施する予定の日

数をいい、 その数は「 給食基本食数等一覧表」 （ 別紙１ ） のと おり と する。  

３  契約書第２ 条第３ 項に規定する給食基準調理員数は、 「 給食基本食数等一覧表」 （ 別紙

１ ） のと おり と する。  

４  受注者は、 給食を実施する日において、 児童生徒の摂食開始時刻の３ ０ 分前までに給食

を発注者が指定する職員の検食に供し なければなら ない。  

５  前項の規定にかかわら ず、 発注者は、 遠足、 修学旅行その他の学校行事を 実施するに当

たり 必要と 認めると き は、 前項に規定する検食を行う 時刻を変更するこ と ができ る。 こ の

場合において、 発注者はその旨を事前に受注者に通知するも のと する。  

 （ 委託料の支払い）  

第４ 条 契約書第３ 条第１ 項に規定する委託料の請求方法は、 各月において、 その前月の委

託業務の履行（ ８ 月２ ５ 日から ９ 月３ ０ 日までの間の委託業務の履行は９ 月分の履行と す

る。 ） を完了し た確認を受けた後に請求するも のと し 、 その請求額は、 未実施校及び中学校

給食調理等業務を実施し ている学校（ 以下「 実施校」 と いう 。 ） と も に、 契約金額を契約期

間中において給食を実施する予定の月数の５ ５ 月で除し て得た額（ 千円未満の端数は切り

捨てるも のと し 、 切り 捨てた額の合計は最終の請求月に加える。 ） に、 消費税相当額及び地

方消費税相当額を加えた額と する。  

 なお、消費税相当額及び地方消費税相当額は、委託業務履行月に適用さ れる消費税率及び

地方消費税率により 算定する。  

２  契約書第３ 条第３ 項に規定する日割計算の方法は、 契約金額を給食基本日数で除し て得

 案 
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た額（ １ 円未満の端数は切り 捨てる。 以下「 １ 日単価」 と いう 。 ） に契約期間の始期から 終

期までの給食実施日数を乗じ て得た額から 、 消費税相当額及び地方消費税相当額を除いた

既支払額を減じ て得た額に、 消費税相当額及び地方消費税相当額加えて算出する。  

３  契約書第３ 条第６ 項に規定する委託料の減額は、 一日単価に給食を実施し なかっ た日数

を乗じ て得た額に、 消費税相当額及び地方消費税相当額加えた額（ １ 円未満の端数は切り

捨てる。 ） を、 こ の契約における各年度の最終月に係る請求額から 減じ るも のと し 、 なお

不足する額があると きは、 こ れを受注者から 徴収する。  

４  契約書第３ 条第６ 項に規定する給食食数が大幅に減少し た場合と は、 給食基本食数の２

分の１ 未満の給食食数になっ たと き（ 中学校給食を実施し ない日の当該給食食数を除く 。）

をいう （ 以下「 減食実施日」 と いう 。 ） 。  

５  契約書第３ 条第６ 項に規定する、 受注者の責めに帰すべき 理由による減食実施日がある

と き は、 １ 日単価に、 当該減食実施日数を乗じ て得た額に、 消費税相当額及び地方消費税

相当額加えた額（ １ 円未満の端数は切り 捨てる。 ） を 、 こ の契約における各年度の最終月

に係る請求額から 減じ るも のと し 、 なお不足する額があると き は、 こ れを受注者から 徴収

する。  

６  契約書第３ 条第７ 項に規定する各年度の給食を実施し た日数が各年度の給食基本日数を

超える場合の委託料の増額は、 １ 日単価に当該超えた日数を乗じ て得た額に、 消費税相当

額及び地方消費税相当額加えた額（ １ 円未満の端数は切り 捨てる。 ） を、 こ の契約におけ

る各年度の最終月に係る請求額と 合わせて請求するも のと する。  

７  契約書第３ 条第７ 項に規定する給食を実施し た日数については、 次のと おり 取り 扱う 。  

（ １ ）  給食を一部実施し た場合は、 給食を実施し た日数と する。  

（ ２ ）  各学期の給食開始日までに実施さ れる清掃等の準備に要する日数は、 給食を実施

し た日数と し ない。  

（ 業務の分担区分等）  

第５ 条 発注者又は受注者がそれぞれ分担する業務の内容は、 未実施校においては「 業務の

分担区分（ 小学校のみ） 」 （ 別紙２ －１ ） 、 実施校においては、 「 業務の分担区分（ 親子方

式） 」 （ 別紙２ －２ ） のと おり と する。  

２  契約書第５ 条に定める業務計画書は、 未実施校においては「 １ 日の作業の流れ（ 小学校

のみ） 」 （ 別紙３ －１ ） 、 実施校においては「 １ 日の作業の流れ（ 親子方式） 」 （ 別紙３ －

２ ） を参考に作成するこ と と する。  

３  受注者は、 未実施校及び実施校の学校給食調理等業務の実施に当たり 、 あら かじ め発注

者が指定する２ 日間、 前項の業務計画書に従い、 １ ０ ０ 食の試食を調理し 、 さ ら に実施校

においては、 当該校の給食基本食数を満たす食器食缶等を配膳し て、 発注者の承認を得な

ければなら ない。 こ の場合において、 当該試食に要する費用は、 受注者の負担と する。  

４  第２ 項から 第３ 項の規定は、 受注者が引き 続き 給食調理業務の委託を実施する学校につ

いては、 原則と し て適用し ない（ 別紙３ －３ ） 。  

 （ 業務報告書等）  

第６ 条 契約書第６ 条第１ 項に定める業務報告日誌は、 次に掲げる書類と し 、 未実施校にお

いては第１ 号、 第３ 号及び第４ 号を、 実施校においては第１ 号から 第５ 号を対象と する。  

 （ １ ）  「 学校給食日常点検票（ 衛生管理チェ ッ ク リ スト ） 」 （ 別紙４ －１ ）  
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（ ２ ）  「 学校給食日常点検票（ 衛生管理チェ ッ ク リ スト ） 中学校配膳室用」（ 別紙４ －２ ）  

（ ３ ）  「 学校給食従事者の健康調査票」 （ 別紙５ ）  

 （ ４ ）  「 学校給食用調理日誌」 （ 別紙６ －１ ）  

 （ ５ ）  「 学校給食用調理日誌（ 配膳業務） 」 （ 別紙６ －２ ）  

２  受注者は、 契約日の属する月の間において、 第８ 条第１ 項第１ 号、 第２ 号及び第６ 号に

規定する従事者にあっ ては１ ０ 日間、 第３ 号から 第５ 号までに規定する従事者にあっ ては

５ 日間以上の研修を、 当該従事者に対し て行わなければなら ない。  

３  前項に規定する研修の内容は、 第２ 条第１ 項第５ 号に規定する特記仕様書の定めると こ

ろ による。  

４  受注者は、 第８ 条第１ 項各号に規定する全ての従事者に対する研修を各学期に最低１ 回

は行わなければなら ない。  

５  受注者は、 第２ 項及び前項に規定する研修を行おう すると き は、 事前に研修実施計画書

を発注者に提出し 、 その承諾を受けた後に研修を行う も のと する。 受注者は、 研修を行っ

たと き は、 研修を行っ た日時、 場所、 研修参加者の氏名及び研修の内容を記入し た研修実

施報告書を研修で配布し た文書と 併せて発注者に提出し なければなら ない。  

６  第２ 項及び第４ 項に規定する研修の実施に要する費用は受注者の負担と する。  

７  発注者は、 委託業務を円滑に実施するために必要があると 認めると き は、 発注者の指定

する日に会議を開催し 受注者の出席を求めるこ と ができ る。  

 （ 調査報告書等）  

第７ 条 発注者は、 委託業務の実施状況について調査するため、 発注者の指定する時期に、

受注者に調理に使用する器具及び調理後の給食の衛生検査を実施さ せる。 受注者は当該検

査を 実施後、 速やかに検査結果の写し を 発注者に提出し なければなら ない。 こ の場合の当

該検査に要する費用は受注者の負担と する。  

（ 従事者の配置等）  

第８ 条 受注者が配置する従事者の種類は次のと おり と する。  

（ １ ）   業務総括責任者 

（ ２ ）  常勤の従事者 

（ ３ ）  常勤の従事者以外の従事者（ 以下「 パート 従事者」 と いう 。 ）  

（ ４ ）  中学校配膳業務従事者（ 発注者が配置を指定する学校に限る。 ）  

（ ５ ）   前４ 号に掲げる者が欠勤し た場合にその代替を行う 者（ 以下「 代替者」 と いう 。）  

（ ６ ）  学校給食の経験を有する従事者（ 以下「 学校給食経験者」 と いう 。 ）  

２  契約書第９ 条第１ 項に規定する従事者の配置について提出を必要と する書類は、 次に掲

げる書類と する。  

（ １ ）  業務総括責任者、 常勤の従事者、 パート 従事者、 中学校配膳業務従事者及び学校

給食経験者の氏名、 生年月日、 住所（ 住所は発注者が求める場合） 、 勤務時間、 従

事者の種類及び栄養士免許又は調理師免許（ 以下「 免許」 と いう 。 ） の有無を記載

し た書類 

（ ２ ）  代替者の氏名、 生年月日、 住所（ 住所は発注者が求める場合） 、 日常の勤務場所

及び免許の有無並びにその者が代替を行う 従事者の種類を記載し た書類 

（ ３ ）  業務総括責任者については、 勤務経験のある特定給食施設等名又は学校給食施設
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名及び当該施設における勤務期間等を記載し た書類 

（ ４ ）  常勤の従事者については、 勤務経験のある調理施設名及び当該施設における勤務

期間等を記載し た書類 

（ ５ ）  学校給食経験者については、 勤務経験のある学校給食施設名及び当該施設におけ

る勤務期間等を記載し た書類 

（ ６ ）  業務総括責任者、 常勤の従事者及び契約書第９ 条第５ 項に規定する学校給食経験

者については、 免許の写し  

（ ７ ）  全従事者について実施し た赤痢菌、 サルモネラ 菌及び腸管出血性大腸菌（ ＝Ｅ Ｈ

Ｅ Ｃ 。Ｏ １ ５ ７ 以外の他の腸管出血性大腸菌を含む。） の細菌検査の結果の写し（ 直

近のも のに限る。 ）  

（ ８ ）  全従事者について実施し た健康診断（ 学校保健安全法施行規則（ 昭和３ ３ 年文部

省令第１ ８ 号） 第１ ３ 条に規定する健康診断の項目と 同内容又は同内容以上である

こ と を要する。 以下同じ 。 ） の結果の写し （ 直近のも のに限る。 ）  

３  受注者は、 契約期間中において、 前項第７ 号の細菌検査にあっ ては毎月２ 回、 前項第８

号の健康診断にあっ ては毎年１ 回、 全従事者について実施し 、 前項第７ 号の細菌検査にあ

っ ては翌月１ ０ 日までに、 前項第８ 号の健康診断にあっ てはその都度速やかに、 結果の写

し を発注者に提出し なければなら ない（ ただし 、「 従事者の勤務経験証明書」 提出時には添

付する。）。  

４  パート 従事者の１ 従事日の勤務時間（ 休憩時間を除く 。 以下同じ 。） は、 受注者の定める

と こ ろ による。 ただし 、 中学校配膳業務従事者及び代替者を除く 全従事者の勤務時間の合

計が、 １ 従事日につき「 給食基本食数等一覧表」（ 別紙１ ） の基準調理時間以上と なるよう

にし なければなら ない。  

５  中学校配膳業務従事者の１ 従事日の勤務時間は、受注者の定めると こ ろ による。ただし 、

中学校配膳業務従事者の勤務時間の合計が、 １ 従事日につき５ ． ５ 時間以上と なるよう に

し なければなら ない。  

６  契約書第９ 条第１ ０ 項に規定する書類には、 委託業務から 除外さ せた理由、 その理由が

生じ た日時、 委託業務から 除外さ せたこ と による影響及び対応方法を記載し 、 委託業務か

ら 除外さ せた理由が、 医学的な事項に係る場合は、 医師の診断書の写し を添付し なければ

なら ない。  

７  受注者が、 契約書第９ 条第１ １ 項に規定する従事者の異動（ 当該従事者の業務履行場所

を北九州市内の他の受託し ている学校に変更するこ と をいう 。 以下同じ 。 ） 又は交替を 行

う 場合の書類には、 当該異動又は交替を 行う 従事者の氏名、 理由及び月日を記載し なけれ

ばなら ない。 こ の場合において、 新たに従事者と なるも のにあっ ては第２ 項の規定を準用

し 、 業務から 除外する者にあっ ては前項の規定を準用する。  

８  受注者は、 業務総括責任者が欠勤する場合、 従事者の欠勤により 契約書第９ 条第２ 項に

規定する常勤の従事者の数が不足する場合、 又はその他従事者の欠勤により 、 従事者の勤

務時間の合計が第４ 項に規定する基準調理時間に満たなく なる場合は、 直ちに代替者を 業

務履行場所に配置すると と も に、 小学校長へ報告し なければなら ない。  

９  受注者は、 中学校配膳業務従事者の欠勤により 、 中学校配膳業務従事者の勤務時間の合

計が第５ 項に規定する時間に満たなく なる場合は、 直ちに代替者を業務履行場所に配置す



 5 

ると と も に、 中学校長へ報告し なければなら ない。  

１ ０  受注者は、 委託業務実施日ごと に、 従事者の業務分担を決定し 、 第６ 条第１ 項第４ 号

に規定する「 学校給食用調理日誌」（ 別紙６ －１ ） にその分担を記入し なければなら ない。  

１ １  第２ 項第７ 号及び第８ 号並びに第３ 項に規定する細菌検査及び健康診断の実施に要す

る費用は受注者の負担と する。  

 （ 業務の従事制限）  

第９ 条 受注者は、 従事者が次の各号のいずれかの場合に該当すると き は、 業務に従事さ せ

てはなら ない。  

（ １ ）  下痢、 発熱、 腹痛、 嘔吐をし ている場合 

（ ２ ）  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（ 感染症予防法） に規

定する感染症又はその疑いがある場合 

（ ３ ）  ノ ロウィ ルスを原因と する感染症又はその疑いがある場合 

（ ４ ）  化膿性疾患が手指・ 顔面にある場合 

２  受注者は、従事者又はその同居者が前項第１ 号から 第３ 号のいずれかに該当すると きは、

直ちに発注者へ報告すると と も に、 必要な措置をと ら なければなら ない。  

３  受注者は、 従事者の手指・ 腕に傷がある場合は、 適切に処置さ せなければなら ない。  

４  受注者は、 下痢又は嘔吐をし ている従事者については、 速やかに前条第２ 項第７ 号に規

定する細菌検査など必要な検査を実施し なければなら ない。 その際に要する費用は受注者

の負担と する。  

 （ 営業許可等）  

第 10 条 受注者は、 こ の契約の履行に当たり 、 発注者が指定する日までに食品衛生法（ 昭和

２ ２ 年法律２ ３ ３ 号） 第５ ２ 条第１ 項に規定する許可を受けなければなら ない。 許可を 受

けるため必要な費用は受注者の負担と する。  

なお、 発注者が受注者と 再度委託契約を締結し た場合において、 当該許可の有効期限が

満了し ていないと きは、 改めて許可を受ける必要はない。 ただし 、 当該再度の契約期間中

に有効期限が満了し たと きは、 改めて許可を受けなければなら ない。  

２  前項の許可を受けた場合、 受注者は、 北九州市食品衛生法に基づく 公衆衛生上講ずべき

措置の基準等に関する条例（ 平成１ ２ 年北九州市条例第２ ３ 号） 別表第１ に規定する食品

衛生責任者を配置し なければなら ない。  

３  受注者は、 こ の契約の履行に当たり 、 契約書頭書の業務履行場所に面する道路が、 道路

交通法（ 昭和３ ５ 年法律第１ ０ ５ 号） 第８ 条第１ 項に規定する車両等が通行を 禁止さ れて

いる道路である場合は、 車両通行開始前までに、 全従事者の運転する車両について、 同条

第２ 項に規定する警察署長による通行の許可を受けさ せなければなら ない。 当該許可を 受

けるため必要な費用は受注者の負担と する。  

４  受注者は、 全従事者が前項の許可を 受けたと き は、 直ちに当該許可証の写し を発注者に

提出し なければなら ない。  

（ 費用の負担区分等）  

第 11 条 契約書第１ 条第１ 項第１ 号に定める指定器材等については、 未実施校においては

「 指定機材等一覧表（ 小学校のみ） 」 （ 別紙７ －１ ） 、 実施校においては「 指定機材等一覧

表（ 親子方式） 」 （ 別紙７ －２ ） のと おり と する。  
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２  契約書第２ ４ 条第７ 項に定める経費の負担区分については、 未実施校においては「 経費

の負担区分（ 小学校のみ） 」 （ 別紙８ －１ ） 、 実施校においては「 経費の負担区分（ 親子方

式） 」 （ 別紙８ －２ ） のと おり と する。  

（ その他）  

第 12 条 学校給食の実施方法及び指定器材その他、 変更がある場合は、 双方協議の上、 契約

変更等を行う 場合がある。  

 

















（ 第８ 票） 毎回

温度 温度

℃ ℃

湿度 湿度

％ ％

評価

手洗

R2. 12改訂

学校給食日常点検票（ 衛生管理チェ ッ ク リ ス ト ）

検 査 日 　 　 月　 　 日（ 　  ） 　 天気
調 理 前 調 理 中

確
　
認
　
欄

校　 長

教　 頭

作 成 者

＊評価欄に、該当する場合は「○」、該当しない場合は「×」を評価欄に記入すること。（評価不明の場合は「斜線」）

点検項目 点　 　 　 　 　 検　 　 　 　 　 内　 　 　 　 　 容

作
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
業
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前

施 設

・

設 備

給食室の清掃・ 清潔状態はよ い。

調理室には、 調理作業に不必要な物品等を置いていない。

主食置場、 容器は清潔である 。

床、 排水溝は清潔である 。

調理用機械・ 機器・ 器具は清潔である 。

冷蔵庫内は整理整頓さ れ、 清潔である 。

機械、 機器の故障の有無を確認し た。

食品の保管室の温度・ 湿度は適切である 。

冷蔵庫・ 冷凍庫（ ただし 、 保存食の保管のための専用冷凍庫については－２ ０ ℃以下）
の温度は適切である 。

食器具、 容器や調理用器具は乾燥し ており 、 保管場所は清潔である 。

手洗い施設の石けん液、 アルコ ール、 ペーパータ オル等は十分にある 。

ねずみやはえ、 ごき ぶり 等衛生害虫は出ていない。

使 用 水

作業前に十分（ ５ 分間程度） 流水し た。

使用水の外観（ 色・ 濁り ） 、 臭い、 味を確認し た。 （ 異常なし 、 異常あり ）

遊離残留塩素について確認し 、 記録し た。 （ 0. 1㎎／Ｌ 以上あった） （ 　 　  ㎎／Ｌ ）

検 収

食品は、 検収室においてあら かじ め定めた検収担当者が立ち会い受け取っ た。

品質、 鮮度、 包装容器の状況、 異物の混入、 食品表示等を十分に点検し 、 記録し た。

納入業者は衛生的な服装である 。

納入業者は検収時に下処理室や調理室内に立ち入っていない。

食品は、 食品保管場所に食品の分類毎に衛生的に保管し た。

学
校
給
食
従
事
者

服
装
等

調理衣・ エプロ ン・ マス ク ・ 帽子は清潔である 。

履物は清潔である 。

適切な服装をし ている 。

爪は短く 切っている 。

石けん液やアルコ ールで手指を 洗浄・ 消毒し た。

健
康
状
態

下痢をし ている 者はいない。

発熱、 のど の痛み・ 咳・ 息苦し さ ・ 鼻水・ 頭痛などの風邪症状、 倦怠感、 嗅覚・ 味覚異常、 腹痛、 嘔吐をし ている 者はいない。

本人や家族に感染症又はその疑いがある 者はいない。

感染症又はその疑いがある 者は医療機関に受診さ せている 。

手指・ 腕・ 顔面に傷又は化膿性疾患がある 者はいない。

作
　
　
　
　
　
業
　
　
　
　
　
中

下 処 理

エプロ ン・ 履物等は下処理専用を使用し ている 。

加熱調理用、 非加熱調理毎に下処理し た。

下処理終了後、 容器・ 器具の洗浄・ 消毒を確実に行っ た。

野菜類等は流水で十分洗浄し た。

調 理 時

原材料は適切に温度管理し た。

作業区分ごと に手指は洗浄・ 消毒し た。

魚介類・ 食肉類、 卵等を 取り 扱った手指は洗浄・ 消毒し た。

調理機器・ 容器・ 器具は食品・ 処理別に専用のも のを 使用し た。

加熱調理においては、 十分に加熱し （ ７ ５ ℃、 １ 分間以上） 、 その温度と 時間を 記録し た。

加熱処理後冷却し た食品は、 十分に冷却し たか確認し 、 温度と 時間を記録し た。

調理終了後の食品は二次汚染を 防止する ため適切に保管し た。

床に水を 落と さ ないで調理し た。

別紙４ －１



作
　
　
　
　
　
業
　
　
　
　
　
中

使 用 水
食品を水で冷却する 場合は、 遊離残留塩素について確認し 、 温度と 時間を 記録し た。

調理作業終了時に、 遊離残留塩素は確認し て記録し た。
（ 0. 1㎎／Ｌ 以上あった） （ 　 　  ㎎／Ｌ ）

保 存 食

原材料、 調理済み食品を すべて５ ０ ｇ 程度採取し た。

釜別に採取し た。

保存食容器（ ビ ニール袋等） に採取し 、 －２ ０ ℃以下の冷凍庫に２ 週間以上保存し た。

部外者は衛生的な服装であった。

採取、 廃棄日を 記録し た。 （ 廃棄日　 　 月　 　 日）

配 食

調理終了後の食品を素手で扱っ ていない。

飲食物の運搬には、 ふたを使用し た。

配食時間は記録し た。

食缶を床上６ ０ cm以上の置台等に置いた。

搬出時刻を記録し た。 （ 親子校）

食器具・ 容
器・ 器具の
洗浄・ 消毒

器具・ 容器等の使用後の洗浄・ 消毒は、 すべて食品が調理場内から 搬出さ れた後に行っ た。

便 所

便所に石けん液、 アルコ ールやペーパータ オルは十分にある 。

調理衣、 履物等は脱いだ。

用便後の手指は確実に洗浄・ 消毒し た。

調 理 室 の
立 ち 入 り

部外者が立ち入った。 （ 氏名： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 時間： 　 　 　 　 　 　 ）

部外者の健康状態を点検・ 記録し た。 （ 健康状態　 　 　 良　 　 否　 　 ）

返却さ れた残菜は、 非汚染作業区域に持ち込んでいない。

残菜容器は清潔である 。

廃棄物の保管場所は清潔である 。

中学校配膳室

主食・ 牛乳や調理場を経由し ない直送品は、 検収票に基づき 十分に点検し 記録し た。

牛乳等温度管理が必要な食品は保冷庫等によ り 適切に保管し た。

受配校搬入時の時刻を記録し た。

作
　
　
　
　
　
業
　
　
　
　
　
後

配送・ 配膳
調理終了後、速やかに喫食されるよう配送や配膳にかかる時間は適切である。(２時間以内)

食 品
保 管 庫

給食物資以外のも のは入れてない。

通風、 温度、 湿度等の衛生状態は良い。

ネズミ やはえ、 ごき ぶり 等衛生害虫はいない。

食器具、 容器や調理用器具は、 確実に洗浄・ 消毒し た。

食器具、 容器や調理用器具の損傷を確認し 、 乾燥状態で保管し た。

分解でき る 調理機械・ 機器は、 使用後に分解し 、 洗浄・ 消毒、 乾燥し た。

廃 棄 物
の 処 理

調理に伴う 廃棄物は、 分別し 、 衛生的に処理さ れている 。



　　　　 　 　　℃ 温度 温度

湿度 湿度

評価

手洗い

別紙４ －２

学校給食日常点検票(衛生管理チェックリスト）   　　（中学校配膳室用）
R2.12改訂

検査日

平成　　　  年 　　　 月　 　　日（　　　）

配膳室
の

温 度
湿 度

　（配膳前） 　（配膳後） 中学校
校長

確認欄　　　時　 　　分 　　　時　　 　分
天気

気温

作成者

　　 　  ℃

＊評価欄に、該当する場合は「○」、該当しない場合は「×」を評価欄に記入すること。（評価不明の場合は「斜線」）

点検項目 点　　　　　検　　　　　内　　　　　容

　    　℃

　　　  ％ 　     ％

配
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
膳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
室

施 設

・

設 備

配膳室の清掃・清潔状態はよい。

配膳室には、配膳作業に不必要な物品等を置いていない。

主食置場、容器は清潔である。

床は清潔である。

機器・器具類は清潔である。

冷蔵庫・冷凍庫内は整理整頓され、清潔である。

機器・器具類の保守、故障の有無、故障の機器及び箇所名を確認した。

牛乳保冷庫（１０℃以下）、冷蔵庫（１０℃以下）、冷凍庫（－１８℃以下）、保存食用冷凍庫
（－２０℃以下）の温度は適切である。

手洗い施設の石けん液、アルコール、ペーパータオル等は十分にある。

ねずみやはえ、ごきぶり等衛生害虫は出ていない。

納入業者は検収時に配膳室内に立ち入っていない。

牛乳等温度管理が必要な食品は保冷庫等により適切に保管した。

食品を入れた容器を直接床に置いていない。

冷蔵庫、冷凍庫等には給食物資以外のものは入れてない。

配
膳
業
務
従
事
者

服
装
等

作業着・マスク・帽子は清潔である。

履物は清潔である。

適切な服装をしている。

爪は短く切っている。

石けん液やアルコールで手指を洗浄・消毒した。

健
康
状
態

下痢をしていない。

発熱、のどの痛み・咳・息苦しさ・鼻水・頭痛などの風邪症状、倦怠感、嗅覚・味覚異常、腹痛、嘔吐をしている者はいない。

本人や家族に感染症又はその疑いがある者はいない。

感染症又はその疑いがある者は、医療機関に受診させている。

手指・腕・顔面に傷又は化膿性疾患はない。

検 収

食品は、検収する場所において立ち会い、受け取った。

品質、鮮度、包装容器の状況、異物の混入、食品表示等を十分に点検し、記録した。

主食・牛乳・副食（おかず）の検収をし、記録した。

納入業者は衛生的な服装である。

保 存 食

品目ごとに全て採取した。（米飯は、５０ｇ程度）

保存食容器(ビニール袋)に採取し、－２０℃以下の冷凍庫に２週間以上保存した。

採取、廃棄日を記録した。　（廃棄日　　　月　　　日）

便 所
作業着、履物等は脱いだ。

用便後の手指は確実に洗浄・消毒した。

残菜と廃品
の 処 理

残菜の処理は適切に行った。

その他の廃品の処理は適切に行った。

残菜容器は清潔である。

廃棄物の保管場所は清潔である。



検査年月日　　令和　　　年 　　 月　　　日

　＊評価については、該当する場合は｢○」、該当しない場合は「×」を評価欄に記入すること。

評価

＊学校長が学級に下記の内容について注意を喚起し、異常の報告を受けなかった。

評価

学校長確認欄

学校給食日常点検票
（ 検食・ 給食当番衛生管理チェ ッ ク リ ス ト ）

検　　　食

点検項目 点　　　検　　　内　　　容

検食は、児童生徒の摂食３０分前に実施している。

加熱調理や冷却は、適切に行っている。

異味、異臭、異物等の異常はない。

別紙4-3　〈参考〉学校記入用

R2.12改訂

検食結果については、時間等も含め記録した。

給食当番

下痢をしている者はいない。

発熱、のどの痛み・咳・息苦しさ・鼻水・頭痛などの風邪症状、倦怠感、嗅覚・味覚異常、腹痛、嘔吐をしている者はいない。

衛生的な服装をしている。

手指は確実に洗浄した。

点検項目 点　　　検　　　内　　　容



別紙５
R2.12改訂

　　北九州市立　　　　　　　　　　　　　学校
　　氏名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

1 2 3 4 5
下
痢
を
し
て
い
な
い

発
熱
、

の
ど
の
痛
み
・
咳
・
息
苦
し

さ
・
鼻
水
・
頭
痛
な
ど
の
風
邪

症
状
、

倦
怠
感
、

嗅
覚
・
味
覚
異

常
、

腹
痛
、

嘔
吐
を
し
て
い
な
い

本
人
や
家
族
に
感
染
症
又
は

そ
の
疑
い
が
な
い

感
染
症
又
は
そ
の
疑
い
が

あ
る
場
合
は
医
療
機
関
に

受
診
し
て
い
る

手
指
・
腕
・
顔
面
に
傷
又
は

化
膿
性
疾
患
は
な
い

1 ℃

2 ℃

3 ℃

4 ℃

5 ℃

6 ℃

7 ℃

8 ℃

9 ℃

10 ℃

11 ℃

12 ℃

13 ℃

14 ℃

15 ℃

16 ℃

17 ℃

18 ℃

19 ℃

20 ℃

21 ℃

22 ℃

23 ℃

24 ℃

25 ℃

26 ℃

27 ℃

28 ℃

29 ℃

30 ℃

31 ℃

（第８・別票）

日
体　温

（出勤前）
対応　※左記項目に、×がついた場合の状況とその措置を記入

学校給食従事者の健康調査票（令和　　　年　　　月）

　　はい･･･○　、いいえ･･･×　（該当しない場合…斜線）



：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

:

休
務
者

代
替
者若竹汁 若竹汁

作業後
（℃）

ゆかり 和え ゆかり 和え

作業前
（℃）

牛乳 物資 物資 保存食

さ ばのみそ煮 さ ばのみそ煮

保冷庫 冷凍庫

1人分量g 1人分量g

1.4若竹汁

ゆかり和え 1.4
係
数

さばのみそ煮 1.0

0.14
時 分

　 塩 0.1 　 塩

　 水 120 ～130 　 水 168 ～182

3.5
時 分

　 かつお節( だし 用) 2.5 　 かつお節( だし 用)

４．塩で味をととのえる。

　 こ んぶ( だし 用) 0.6 　 こ んぶ( だし 用) 0.84

時 分
３．調味し、わかめを加えて煮る。

　 し ょ う ゆ( う すく ち) 3 　 し ょ う ゆ( う すく ち) 4.2
若竹汁

２．あくをとり、たけのこを入れ、煮る。

　 し ょ う ゆ( こ いく ち) 0.6 　 し ょ う ゆ( こ いく ち) 0.84

分
１．だしをとり、たまねぎ、にんじんを入れ、煮る。

☆た ま ねぎ 5 5.3 　 たま ねぎ 7 7.42
ゆかり和え

＜作り方＞

☆にんじ ん 5 5.6 　 にんじ ん 7 7.84

分
※　にんじん、たまねぎは、せん切りにする。

☆塩わかめ 3 　 塩わかめ 4.2

配
食
時
間

さばのみそ煮 時

時

☆た けのこ 水煮 20 　 たけのこ 水煮 28

若竹汁

分℃ 調理メモ　 し ょ う ゆ( こ いく ち) 0.9 　 し ょ う ゆ( こ いく ち) 1.26

☆し そ粉 0.35 　 し そ粉 0.49

57.4☆キ ャ ベツ 35 41 　 キ ャ ベツ 49

時 分
②ゆかり和え ㎏

③若竹汁 ㎏

時

℃

　 麦みそ 1 　 麦みそ 1

㎏
　 三温糖 1 　 三温糖 1

時 分　 水 20 ～30 　 水 20 ～30 若竹汁 ℃

　 麦みそ 5 　 麦みそ 5

　 し ょ う ゆ( こ いく ち) 5 　 し ょ う ゆ( こ いく ち) 5

　 みり ん 1 　 みり ん 1 分

（

中
）

残
量

主食 ㎏

牛乳 ㎏

①さばのみそ煮

℃ 時

　 三温糖 5 　 三温糖 5

1.3☆し ょ う が 1 1.3 　 し ょ う が 1
③若竹汁 ㎏

分☆( 冷) さ ば切身 60 　 ( 冷) さ ば切身 60

②ゆかり和え ㎏

ゆかり和え（キャベ
ツ）

時

●牛乳 206 　 牛乳 206

分
①さばのみそ煮 ㎏

下 66 時

温
度
管
理

さばのみそ煮 ℃

℃

中 88 　 米・ 麦（ 職員） 99

110
㎏

麦
ご
飯
・
牛
乳
・
さ
ば
の
み
そ
煮
・
ゆ
か
り
和
え
・
若
竹
汁

　 米・ 麦

上 ●99 麦
ご
飯
・
牛
乳
・
さ
ば
の
み
そ
煮
・
ゆ
か
り
和
え
・
若
竹
汁

　 米・ 麦（ 生徒）

時間
●調理済保存 5 品 牛乳（

小
）

残
量

主食 ㎏

可食量使用量
(使用量

×給食数) 可食量使用量
(使用量

×給食数)

生徒1人分量g 総使用量㎏ 検　　収
☆原材料保存 8 品

合算使用量kg 検収日時 品温
（℃）

良
否日

献
立
名

材料名

児童1人分量g 総使用量㎏ 献
立
名

材料名

人 人 人

記入者 栄養士 主任 教 頭 校 長

人 人

別紙６－１

Ａ地区　〇月〇日　〇曜
Ｂ地区　〇月〇日　〇曜

給食数

小学校 内　職員室 内　給食室 中学校 内　職員室

温度

区分



別紙６－２

献
立
名

（１切） ｇ 日
品温
（℃）

良
否

保
管

品

※小学校２校で、中学校分を作っている学校について

ｋｇ ％

ゆかり和え ｋｇ ％

若竹汁 ｋｇ ％

牛乳 ｋｇ ％

さばのみそ煮 ｋｇ ％

冷凍庫

残
食
量

主食 ｋｇ ％ 　【備考】

牛乳

若竹汁 　　　℃　　　　時　　　　分 冷蔵庫

作業前（℃） 作業後（℃）

受
け
入
れ
時
の
温
度

さばのみそ煮 　　　℃　　　　時　　　　分 保存食

ゆかり和え 　　　℃　　　　時　　　　分

配
送
車

給食室出発時刻 　　　　　時　　　　　分
直納品
保存食

受配校到着時刻 　　　　　時　　　　　分

若竹汁 ｇ
麦ご飯
９９ｇ

：

牛乳 ：

配
食
量

さばのみそ煮 納入数 時　間

ゆかり和え ｇ
麦ご飯
１１０ｇ

：

●麦ご飯　　●牛乳　　さばのみそ煮　　ゆかり和え　　若竹汁

中学校
校長

検収

（１）中学校直納品（主食、牛乳、一食物など）の残食量は、配膳室でそれぞれを全校分まとめて計量し、
　職員室分を作っている小学校の調理日誌（配膳日誌）に記入してください。

（２）また、「受け入れ時の温度」欄は、職員室分のみを計測して記入し、職員室分を調理しない学校の配
　膳日誌には、斜線をひいておきましょう。

学校給食用調理日誌（配膳業務）　（例）

2

Ａ地区　〇月〇日　木曜
Ｂ地区　〇月〇日　木曜

給食数　　　　　　　人

配膳員
給食

調理士
栄養士

中学校
給食主任










